
　市町村は、障害者基本法・障害者総合支援法に基づき、障害者計画・障害福祉計画を策定す

ることになっています。障害福祉計画については、計画期間が平成２６年度までとなっており、

新たに策定する必要があります。

　また「第三次宇部市障害者福祉計画」は平成２９年度末までの計画期間となっておりますが、

障害者基本法の改正や障害者総合支援法の施行などの法改正とあわせ、目標指標の修正もある

ことから、平成２６年度において見直して、両計画の一体化を図るものです。

１１１１　　　　計画計画計画計画のののの根拠根拠根拠根拠

２２２２　　　　これまでのこれまでのこれまでのこれまでの計画策定計画策定計画策定計画策定のののの経緯経緯経緯経緯

●障害者プランの策定（ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ７ヵ年戦略）

（計画期間　Ｈ８　～　Ｈ１４　の７年間）

関係法令

位置づけ

現計画

Ｈ７

年 国の動き

障害者福祉計画 障害福祉計画

障害者総合支援法第８８条

障害福祉サービス、相談支援及び地域

生活支援事業の提供体制の確保に関す

る計画を定めるものとする。

市の動き

第第第第４４４４期障害福祉期障害福祉期障害福祉期障害福祉サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画（（（（障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画））））のののの策定及策定及策定及策定及びびびび

第三次宇部市障害者福祉計画第三次宇部市障害者福祉計画第三次宇部市障害者福祉計画第三次宇部市障害者福祉計画のののの改定改定改定改定についてについてについてについて

資料資料資料資料２２２２－－－－１１１１

障害福祉サービス等の確保に関する計

画

２４年度～２６年度

障害者の状況等を踏まえ、障害者の

ための施策に関する基本的な計画を

策定しなければならない。

障害者のための施策に関する基本

的な事項を定める計画

２３年度～２９年度

障害者基本法第１１条第３項

（計画期間　Ｈ８　～　Ｈ１４　の７年間）

●障害者福祉計画（第１次）の策定

（計画期間　Ｈ９　～　Ｈ１４　の６年間）

●障害者基本計画の策定

（計画期間　Ｈ１５　～　Ｈ２４　の１０年間）

●障害者福祉計画（第２次）の策定

（計画期間　Ｈ１５　～　Ｈ２２　の８年間）

・障害者基本法の改正

　（市町村障害者福祉計画の策定義務化）

・障害者自立支援法の施行

　（障害福祉計画の策定義務化）

●障害者福祉計画（第二次）の中間見直し

（計画期間　Ｈ１９　～　Ｈ２２　の４年間）

　　○第１期障害福祉計画の策定

　　（計画期間　Ｈ１８　～　Ｈ２０　の３年間）

　 ○第２期障害福祉計画の策定

　 （計画期間　Ｈ２１　～　Ｈ２３　の３年間）

・障害者基本法の改正 ●障害者福祉計画（第三次）の策定

　(障害の定義の見直し、差別解消） （計画期間　Ｈ２３　～　Ｈ２９　の７年間）

○第３期障害福祉サービス計画の策定

　 （計画期間　Ｈ２４　～　Ｈ２６　の３年間）

●障害者基本計画の策定 　

  （計画期間　Ｈ２５　～　Ｈ２９　の５年間）

・障害者総合支援法の施行 　

Ｈ７

Ｈ１８

Ｈ１９

H２５

Ｈ９

Ｈ１４

Ｈ１５

Ｈ１６

H２４

Ｈ２１

H２３

・障害者総合支援法の施行 　



３３３３　　　　計画計画計画計画のののの構成構成構成構成

　障害者福祉計画は、今後本市が進めていく障害者施策の基本方針や目標を定めるものであ

り、国の「障害者基本計画（平成25年度策定）」、県の「やまぐち障害者いきいきプラン

（平成24年度策定）」との整合性を図りつつ策定するものです。

　障害者福祉計画は、国の「障害者基本計画」との整合を図るため、以下の内容で構成します。

　なお、障害福祉計画は、障害福祉サービスごとの見込み量と方策など、具体的な事項を定め

たものであり、障害者福祉計画中の「福祉・生活支援の充実」や「一般就労・福祉的就労支援

の充実」と関連するものです。

１１１１　　　　計画計画計画計画のののの概要概要概要概要 第第第第１１１１章章章章　　　　計画計画計画計画のののの概要概要概要概要

２２２２　　　　本市本市本市本市のののの障害者障害者障害者障害者のののの状況状況状況状況 第第第第２２２２章章章章　　　　本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける障害者等障害者等障害者等障害者等のののの状況状況状況状況

３３３３　　　　計画策定計画策定計画策定計画策定のののの基本課題基本課題基本課題基本課題 第第第第３３３３章章章章　　　　第第第第２２２２期計画期計画期計画期計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと課題課題課題課題

４４４４　　　　計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念とととと施策施策施策施策のののの体系体系体系体系 第第第第4444章章章章　　　　第第第第３３３３期計画期計画期計画期計画のののの数値目標数値目標数値目標数値目標のののの設定設定設定設定

【【【【分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策のののの展開展開展開展開】】】】 　　　　と方策

ⅠⅠⅠⅠ　　　　ともにともにともにともに学学学学び・び・び・び・育育育育ちちちち、、、、自立自立自立自立してしてしてして暮暮暮暮らすらすらすらす １　計画策定の基本課題

１　教育・療育の充実 ２　重点項目と方策

２　保健・医療サービスの充実 ３　障害福祉サービスの見込み量と

現現現現　　　　障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画 現現現現　　　　障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画

関 連

３　福祉・生活支援の充実 　　方策

ⅡⅡⅡⅡ　　　　ともにともにともにともに働働働働き・き・き・き・楽楽楽楽しむしむしむしむ （１）　自立支援給付

１　一般就労・福祉的就労支援の充実 （２）　地域生活支援事業

２　社会参加活動の促進 第第第第５５５５章章章章　　　　計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

ⅢⅢⅢⅢ　　　　ともにともにともにともに安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすらすらすらす

１　理解と交流の促進

２　情報・コミュニケーション支援の充実

３　生活環境の整備

計画推進計画推進計画推進計画推進のためにのためにのためにのために

４４４４　　　　障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画のののの策定及策定及策定及策定及びびびび障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画のののの改定改定改定改定のののの概要概要概要概要

（１）　障害福祉計画

計画に掲げた事項について、定期的に調査分析及び評価を行い、必要に応じて計画変更を行う。

【成果指標の見直し】

①福祉施設から地域生活への移行

　・平成２５年度末の施設入所者の１２％以上を地域生活へ移行

　・平成２５年度末の施設入所者の４％以上を削減

②精神科病院から地域生活への移行（県のみ）

③地域生活支援拠点等の整備

　・地域生活支援の拠点を市又は圏域に１か所整備する

④福祉施設から一般就労への移行促進

関 連

④福祉施設から一般就労への移行促進



　・平成２４年度実績の２倍

　・就労移行支援事業の利用者の増加（平成２５年度末の６割増加）

　・就労移行支援事業の利用者の就労移行率３割以上の事業所が全体の５割以上

【その他】

①支援の質の向上

　・研修、虐待防止の取り組み強化

②計画相談支援の強化

③障害児支援の方針策定等

（２）　障害者福祉計画

・障害者の定義の見直し

・差別の禁止…障害者差別解消法の制定

・地域社会における共生等…意思疎通支援の強化

・主な取り組みの関連指標の改定

・実績報告の作成　　など

５５５５　　　　国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市のののの計画計画計画計画のののの状況状況状況状況

H29H22H21 H23 H24 H26 H27 H28H25

障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画

（（（（H23H23H23H23～～～～H29H29H29H29）

障害者福祉計画

（H19～H22）

障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画のののの改定改定改定改定

６６６６　　　　計画計画計画計画のののの策定体制策定体制策定体制策定体制

　計画の策定に際しては、当事者団体へのヒアリングやパブリックコメントの実施など、市民

の意向の把握に努めるとともに、地域自立支援協議会において計画（案）等の検討を行いなが

ら、計画策定を進めていきます。

７７７７　　　　計画策定計画策定計画策定計画策定のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール

　別紙のとおり

国

・

県

市

障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画

（（（（H23H23H23H23～～～～H29H29H29H29）

障害者福祉計画

（H19～H22）

第2期障害福祉計画

（H21～H23）

前期実行計画（H22～H25） 中期実行計画（H26～H29）

（県）やまぐち障害者いきいきプラン

（H21～H24）

（国）障害者基本計画（H15～H24）

第４次市総合計画 （H22～H33）

（国）障害者基本計画（H25～H29）

（県）やまぐち障害者いきいきプラン（H25～

第3期障害福祉サービス計画
（H24～H26）

第4期障害福祉サービス計画
（H27～H29）

障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画のののの改定改定改定改定


